
栃 木 県 行 政 改 革 推 進 要 綱 

 

   （趣 旨） 

第１条 この要綱は、本県における行政改革を推進するために必要な事項を定める

ものとする。 

 

   （行政改革大綱） 

  第２条 本県が取り組むべき行政改革の基本方針を定め、改革の具体的取組内容を

明らかにするため、行政改革大綱（以下「大綱」という。）を策定するものとす

る。 

  ２ 大綱に掲げた取組について、適切な推進管理を行うとともに、推進状況につい

て、県民に公表するものとする。 

 

   （行政改革推進本部） 

第３条 大綱を策定し、これを推進するため、栃木県行政改革推進本部（以下「本

部」という。）を置く。 

２ 本部長には知事、副本部長には副知事、本部員には栃木県庁議規程（昭和４５

年４月１日制定）に基づく庁議を構成する者をもって充てる。 

３ 本部長は、大綱を推進する上で特別な事項について調査、検討等を行う必要が

ある場合に、検討会を置くことができる。 

 

   （行政改革推進連絡会議） 

第４条 大綱の策定及び行政改革の推進に必要な庁内の連絡及び調整を行うため、

栃木県行政改革推進連絡会議（以下「連絡会議」という。）を置く。 

２ 連絡会議の座長には行政改革ＩＣＴ推進課長、構成員には別表１に掲げる職に

ある者をもって充てる。 

３ 座長は、連絡会議を総括し、必要に応じ会議を招集し、これを主宰する。 

 

   （行政改革推進委員会） 

  第５条 大綱の策定及び推進に当たっての助言を求めるため、栃木県行政改革推進

      委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

  ２ 委員会は、学識経験者等のうちから知事が委嘱する委員15人程度をもって構成

      する。 

  ３ 委員の任期は知事が別に定める。 

４ 委員会に会長及び会長代理を置き、会長は委員の互選により選出し、会長代理

      は会長が委員のうちから指名する。 

  ５ 会長は、会務を総理する。 

  ６ 委員会は、必要に応じ、知事が招集する。 

  ７ 会長は、必要に応じ、委員以外の学識経験者又は関係者等の出席を求めること

ができる。 
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   （専門部会） 

第６条 委員会に、専門的な検討等を行う必要がある場合に、専門部会（以下「部

会」という。）を置くことができる。 

２ 部会に属する委員は、会長が指名する。 

３ 部会に部会長を置き、会長が指名する。  

４ 部会長は、部会を招集し、会務を掌理する。 

５ 部会長は、必要に応じ、委員以外の学識経験者又は関係者等の出席を求めるこ

とができる。 

 

   （事務局等） 

  第７条 この要綱に基づく事務は、経営管理部行政改革ＩＣＴ推進課が処理する。 

    ２ この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

 

     附 則 

   この要綱は、平成６年１２月２２日から施行する。 

     附 則 

   この要綱は、平成１０年２月１７日から施行する。 

     附 則 

   この要綱は、平成１３年４月 １日から施行する。 

     附 則 

   この要綱は、平成１３年５月 １日から施行する。 

     附 則 

   この要綱は、平成１４年４月 １日から施行する。 

     附 則 

   この要綱は、平成１５年４月 １日から施行する。 

     附 則 

   この要綱は、平成１６年４月 １日から施行する。 

     附 則 

   この要綱は、平成１７年４月 １日から施行する。 

     附 則 

   この要綱は、平成１８年４月 １日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成１９年４月 １日から適用する。 

附 則 

この要綱は、平成２２年４月 １日から適用する。 

  附 則 

この要綱は、平成３１年４月 １日から適用する。 

  附 則 

この要綱は、令和２年４月 １日から適用する。 

附 則 

この要綱は、令和２年９月 １日から適用する。 

附 則 

この要綱は、令和５年４月 １日から適用する。 



 

  別表１（第４条関係） 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

総合政策課政策調整監 財政課総務主幹 人事課主幹 

県民協働推進課総務主幹 保健福祉課総務主幹 

環境森林政策課総務主幹 産業政策課総務主幹 農政課総務主幹 

監理課総務主幹 危機管理防災局危機管理課総務主幹 

会計局会計管理課長補佐（総括） 企業局経営企画課総務主幹 

教育委員会事務局教育政策課総務主幹 警察本部警務部警務課次長 

議会事務局総務課長補佐（総括） 

人事委員会事務局総務課長補佐（総括） 

監査委員事務局監査課長補佐（総括） 

労働委員会事務局審査調整課長補佐（総括） 

  

  

   

  

  

   

  

  

   

 


